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教育基本法(抄) （平成十八年法律第百二十号） 

 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育

の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項につい

て、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体に

おける教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならな

い。 
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○滋賀県附属機関設置条例(抄) 

平成25年７月５日 

滋賀県条例第53号 

（設置等） 

第２条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる機関を置き、その担任する事務ならび

に委員の数、構成および任期は、同表に定めるとおりとする。 

２ 委員は、執行機関が任命する。 

３ 別表の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることを妨げない。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

（専門委員等） 

第３条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、専門委員その他の臨時の委員を置

くことができる。 

（部会等） 

第４条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、部会その他の合議制の組織を置く

ことができる。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、規則

または教育委員会規則で定める。 

別表（第２条関係） 

１ 知事の附属機関 

名称 担任する事務 委員の数 委員の構成 委員の任期 

滋賀県教育振

興基本計画審

議会 

知事の諮問に応じて教育

基本法（平成18年法律第

120号）第17条第2項の教

育の振興のための施策に

関する基本的な計画につ

いて調査審議すること。 

20人以内 (1) 学識経験を有す

る者 

(2) 保護者である者 

(3) 教育機関の職員 

(4) その他知事が適

当と認める者 

当該諮問に

係る調査審

議が終了す

るまでの期

間 
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○滋賀県教育振興基本計画審議会規則 

平成25年７月５日 

滋賀県規則第81号 

改正 平成28年４月１日規則第61号 

平成31年４月１日規則第31号 

滋賀県教育振興基本計画審議会規則をここに公布する。 

滋賀県教育振興基本計画審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例（平成25年滋賀県条例第53号）第５条の規

定に基づき、滋賀県教育振興基本計画審議会（以下「審議会」という。）の組織および

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長および副会長） 

第２条 審議会に、会長および副会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。 

４ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（臨時委員） 

第３条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く

ことができる。 

２ 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

４ 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ会

議を開くことができない。 
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４ 審議会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第５条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員および臨時委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。 

５ 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるとき

は、その結果または経過を会長に報告しなければならない。 

６ 審議会は、その議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

７ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項および第２項

中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。 

（関係者の出席等） 

第６条 会長および部会長は、審議会および部会の議事に関して必要があると認めるとき

は、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることがで

きる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務部私学・県立大学振興課において処理する。 

（一部改正〔平成28年規則61号・31年31号〕） 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成28年規則第61号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成31年規則第31号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例について 

 

１ 背景 

令和元年６月 28 日に学校教育の情報化の推進に関する法律が施行され、我が国の学校教

育の情報化の推進に関し基本理念、国・地方公共団体等の責務、推進計画等を定めることに

より、施策を総合的かつ計画的に推進することとなった。 

本県では、この法律を受けて国が策定する学校教育情報化推進計画を基本として、本県に

おける学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画（以下「県計画」）を策定し、

施策に取り組んでいくこととなる。 

一方、教育改革・ＩＣＴ推進対策特別委員会では、今年度の重点調査項目を、「ＩＣＴを

活用した教育の質の向上について」とされ、議員提案による条例を制定することにより、学

校教育の情報化を一層推進することとされた。 

制定する条例は、学校教育の情報化の推進に関する法律を基本とし、議員討論を踏まえて

本県として特に取り組む点などを反映することとし、当該条例を、県計画策定の根拠条例と

位置付けることとされた。 

 

２ 検討の経緯 

教育改革・ＩＣＴ推進対策特別委員会で、令和３年５月 26 日から令和４年１月 19 日に

かけて８回にわたり討議が行われた。また、７月 20 日には、総合教育センターにおいて、

研修や研究の内容等について調査が行われた。 

討議の中では、今後、集中的に取組を進めるため委員会としても後押しがしたい、大きな

転換点になることから条例化も含めて考えたいなどの意見が出され、条例化を目指して調

査研究を進めていくこととされた。 

議員討論を踏まえ、議会事務局において条例（案）が作成され、令和４年１月 24 日から

２月 23 日にかけてパブリックコメントを実施された。 

２月定例会で議員提案され、令和４年３月 18 日に可決された。 

 

３ 今後の予定 

令和４年４月１日施行 

令和４年度、国の学校教育情報化推進計画を踏まえ、県の計画を策定予定 

令和４年(2022 年)３月 23 日 

３ 月 定 例 教 育 委 員 会 

報 告 事 項 エ 
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滋賀県生きる力を育むための学校教育の情報化の推進に関する条例（概要）

学校教育の情報化の推進に関する法律第21条の規定の趣旨にのっとり、学校教育の情報化の推進に
関し、基本理念を定め、県および学校の設置者の責務等を明らかにするとともに、学校教育の情報化の
推進に関する基本的な事項等を定めることにより、学校教育の情報化の推進に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、もって次代の社会を担う児童生徒の生きる力の育成に資する。

学校、学校教育の情報化、児童生徒、デジタル教材およびデジタル教科書の定義を定める。

学校教育の情報化の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われること。

１ 児童生徒の学習活動の状況等に関する情報を活用した個別最適な学びと情報通信機器を使用し
た意見交換、発表等を活用した協働的な学びの一体的な充実、対面による指導と遠隔授業等を融合
した授業づくりその他の情報通信技術を日常的に活用した教科等の指導等が適切に行われることに
より、情報活用能力および確かな学力の育成が効果的に図られること。

２ 情報通信技術を活用した学習とデジタル教材以外の教材を活用した学習、体験学習等とを適切に組
み合わせること等により、多様な方法による学習が推進されるよう行われること。

３ 全ての児童生徒が、経済的な状況、地域、障害の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化
の恵沢を享受し、もって教育の機会均等が図られるよう行われること。

４ 情報通信技術を活用した学校事務の効率化により、学校の教職員の負担が軽減され、児童生徒に
対する教育の充実が図られるよう行われること。

５ 児童生徒等の個人情報の適正な取扱いおよびサイバーセキュリティの確保を図りつつ行われること。

６ 児童生徒が、自己または他人の権利を尊重し、情報化社会での行動に責任を持つとともに、犯罪被
害を含む危険を回避し、および情報通信技術を適切に利用することができるよう行われること。

７ 児童生徒による情報通信技術の利用が児童生徒の健康、生活等に及ぼす影響に十分配慮して行
われること。

８ 県、市町、学校の設置者および保護者の適切な役割分担による協働により推進されること。

県の責務および学校の設置者の役割を規定

県は、基本的な方針、期間、目標等を定めた学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画を
策定する。

１ 情報通信技術を活用した指導方法等の普及

２ 情報モラル教育の充実等

３ 障害のある児童生徒の教育環境の整備

４ 特別な配慮を要する児童生徒に対する適切な指導等

５ 学校の教職員の資質の向上のための研修の充実等

６ 県立学校における情報通信技術の活用のための
環境の整備

７ 学習の継続的な支援等のための体制の整備

８ 個人情報の保護等

９ 人材の確保等

10 調査研究等の推進

11 県民の理解と関心の増進

第１ 目的 （第１条）

第２ 定義 （第２条）

第３ 基本理念 （第３条）

第４ 県の責務等 （第４・５条）

第５ 推進計画 （第６条）

第６ 基本的施策 （第７～17条）

県は、学校教育の情報化の推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進する

ため、体制の整備その他必要な措置を

講ずる。

県は、学校教育の情報化の推進に関す

る施策を推進するため、必要な財政上

の措置を講ずるよう努める。

第７ 推進体制の整備 （第18条）

第８ 財政上の措置 （第19条）

（令和４年４月１日から施行）- 6 -
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滋賀県基本構想

-Evolving SHIGA-

変わる滋賀
続く幸せ

しってる？
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-Evolving SHIGA-
変わる滋賀　続く幸せ

基本理念の実現に向け、みんなで目指す 2030 年の姿を、
「人」、「経済」、「社会」、「環境」の 4つの視点で描きます。
これは、自分らしい未来を描くことができる生き方と、
その土台として、SDGs の特徴でもある、経済、社会、環境の
三側面のバランスの取れた持続可能な滋賀を目指すものです。 
この実現のためには、行政だけではなく、県民一人ひとり、
また、NPO、企業、大学等の多様な主体が共通の思いを持ち、
互いに連携しながら取組を進めていく必要があります。 

みんなで目指す 2030 年の姿

社会 未来を支える
多様な社会基盤

　ハードとソフトの両面から、地域の特性に配慮した
社会基盤の整備が進み、これまで以上に安全・ 安心な
生活や産業活動を支えています。

環境 未来につなげる
豊かな自然の恵み

　すべての人や企業などが環境に配慮した暮らしや産業活動を行うと
ともに、多様な主体が環境保全活動に取り組み、地域資源を活用した
健全な循環のもと、琵琶湖をはじめ、すべてのいのちの基盤となる環
境からの恵みがあふれています。

※Evolving SHIGA: 外部の環境変化に合わせ、伝統・文化や先人の知恵などを生かしながら、
　柔軟に発展していく滋賀の姿を「evolving( 進化 )」という言葉で表現したもの。

エヴォルヴィング

- 31 -



人 自分らしい未来を描ける生き方

　年齢、性別、病気・障害の有無などにかかわらず、誰もが生涯を通じ、様々な
つながりの中で自分らしくからだもこころも健やかな生活を送ることができる
ようになり、健康寿命が延びています。
　また、より自分らしい「柔軟で多様なライフコース」を自由に選択し、生涯
現役で活躍することや、 何度でも再挑戦することができるようになっています。

経済 未来を拓く
新たな価値を生み出す産業

　環境や社会への配慮、ICT、IoT、AI、ロボット技術、データ活用
など第4次産業革命への対応、 成長市場や成長分野を意識した産業
創出・転換、事業展開等が進み、社会的課題の解決に向けた取組が
広がるとともに、Society5.0 時代における滋賀の成長を支える多様
な産業と雇用が創出されています。

「幸せでありたい。」これは、誰もに共通する思いです。
 「幸せ」の感じ方は、一人ひとりの価値観により異なります。

また、その価値観は時代によっても変わってきました。 
私たちは今、非常に大きな変化に直面しています。 

しかもその変化は、世界がこれまで経験したことのないものです。 
この未知の変化の中で、私たちがしなやかに変わり続け、 

行動することにより、一人ひとりが幸せを感じることができる
滋賀をみんなの力でつくります。

- 32 -



人
自分らしい未来を
描ける生き方

県の政策の方向性

具体的な取組事例

「人生 100 年時代」と言われる長寿の
時代の中、誰もが生涯を通じ、自分らしく
からだもこころも健やかな生活を送ること
ができ、柔軟なライフコースを自由に描く
ことができるよう、環境の整備を進めます。

●生涯を通じた健康づくりと健康管理
　による予防
●生まれてから人生の最終段階まで
　切れ目のない適切な医療福祉サービス
　の提供 
●誰もが居場所や生きがいを持ち、
　生涯を通じて自分らしく活躍できる
　社会づくり 
●社会全体で子どもを育む環境の整備
●子どもがたくましくしなやかに
　生きる力を身に付けるための教育 
●生涯学び続け、様々な分野で活躍し
　続けることができる社会づくり 

健康寿命日本一／病気予防／地域医療福祉

こころの健康／文化・スポーツ／子育て・教育

リカレント教育／再挑戦／テレワーク
- 33 -



経済
未来を拓く
新たな価値を生み出す産業

具体的な取組事例

県の政策の方向性

●グローバルな経営視点や先端技術等
　による競争力を有する強い県内産業
　の創出 
●働き方の多様化と働く場の魅力向上
　による多様な人材の確保と事業承継
　の支援 
●生産性の向上や高付加価値化等に
　よる力強い農林水産業の確立 

世界の経済情勢の変化や技術革新が激しく、
就業構造の変化が続く中、グローバルな
経営視点や先端技術等により、競争力を有
する県内産業の創出と、多様な人材の
育成・確保や事業承継を支援します。

水環境ビジネス
（JICA草の根技術協力事業／ベトナム）

近江牛

IoT／AI／イノベーション／ESG経営

ダイバーシティ／高度人材育成／事業承継

スマート農業／オーガニック／観光・魅力発信
- 34 -



社会

具体的な取組事例

未来を支える
多様な社会基盤

県の政策の方向性

人口減少、高齢化の進展により、地域
それぞれの状況が変わっていく中、地域
社会を支える基盤として、道路や河川、
ICT環境などの社会インフラの整備や、
多様な人々の参加による住民が主体と
なった地域づくりなどを進めます。

●社会インフラの整備とコンパクトで
　移動・交流しやすいまちづくり 
●自分たちの身近な暮らしを支える、
　安全・安心な地域づくり 
●農山漁村の持つ多面的価値の
　持続可能な継承
●多様性を認め、互いに支え合う
　共生社会づくり

強靭なインフラ／コンパクトなまち／ ICT基盤

地域公共交通／地域コミュニティ／農山漁村

安全・安心／自然災害への備え／共生社会

棚田
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環境

具体的な取組事例

未来につなげる
豊かな自然の恵み

県の政策の方向性

持続可能な社会経済活動が世界の潮流と
なる中、すべてのいのちの基盤として、
琵琶湖や環境の保全再生と活用や、地球規模
の環境問題への対応、持続可能な社会づく
りを担う人材の育成などを進めます。

●琵琶湖を取り巻く環境の保全再生と
　自然の恵みの活用
●気候変動への対応と環境負荷の低減
●持続可能な社会を支える学びと
　暮らしの定着、国際的な協調と協力

ビワマス

うみのこ
（びわ湖フローティングスクール）

琵琶湖の保全再生・活用／地域資源の循環

気候変動への対応／低炭素・脱炭素社会

やまの健康／環境を支える人育て

森林環境学習「やまのこ」事業
（枝打ちの見学）
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滋賀県基本構想
変わる滋賀　続く幸せ
-Evolving SHIGA-
平成 31年（2019 年）３月策定

発行者：滋賀県（総合企画部企画調整課）

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号

電話 077(528)3312 ／ FAX 077(528)4830

E-mail kikaku02@pref.shiga.lg.jp

HP https://www.pref.shiga.lg.jp/ 滋賀県基本構想

●全国トップクラスの健康長寿県
●大学等の知的資源の集積と自ら学ぶ姿勢を持つ県民性
●スポーツや運動に親しむ県民性
●近江商人「三方よし」の理念
●自分たちの地域を自分たちで守る住民自治の実践
●一人ひとりの存在を光とする、共生社会の精神
●経済圏の結節点に位置し、太平洋側にも日本海側にも
　アクセス良好な恵まれた地理的条件 

What’s 滋賀県基本構想？

滋賀県基本構想実施計画

目指す姿の実現に向けて活かすべき滋賀県の特徴

●みんなの力を合わせて、目指す未来をつくります。
　　この「滋賀県基本構想」は、みんなの力を合わせ滋賀の未来をつくっていくための将来ビジョンです。県は、　
　その実現に向け、一緒に取組を進めます。 

●SDGs の特徴を生かします。 
　　この基本構想では、目指す 2030 年の姿として、自分らしい未来を描くことができる生き方と、その土台として、
　将来にわたり持続可能な滋賀の姿を描きます。その実現のため、「経済」、「社会」、「環境」のバランスを図る統合的
　な取組である SDGsの特徴を生かします。 

●2030 年度までの 12 年間の計画とします。 
　　私たちはこれから、人口減少、急激な高齢化、 第4次産業革命と呼ばれる技術革新、リニア中央新幹線など都市の
　姿を変え得る高速交通の整備といった大きな社会的変化に直面します。 
　　この基本構想は、これらの大きな変化のその先、2030年度までの 12 年間(2019 年度～2030 年度)の計画とします。 

「SDGs（エス・ディー・ジーズ）」とは？
　Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。
2030 年までに、発展途上国だけでなく、先進国も含めた
国際社会が取り組むべき 17の目標。2015 年 9月の国連
サミットで採択されました。
　私たちは、地球を救うことができる最後の世代となるかも
しれないと言われています。
　持続可能な社会をつくるために、経済成長、社会的包摂
（「誰一人取り残さない」）、環境保護という 3 つの課題を
統合的に解決することを求めています。

　この基本構想に基づく県の取組を着実に進めるため、計画
期間である 2030 年度までの 12年間を 4年ごとの 3期に
分け、その期間の政策を定めた「実施計画」を策定します。

1 2 3

20302019

このリーフレットは再生紙を使用しています。デザイン：株式会社いろあわせ／印刷：アインズ株式会社

●研究開発拠点の集積による特色あるモノづくり
●豊かな歴史や文化芸術 
●恵まれた自然環境・生活文化
●琵琶湖と共生する、環境に配慮した特色ある農林水産業と
　多彩な食文化 
●様々な価値を有する「国民的資産」琵琶湖
●森・川・里・湖がつながった環境
●世界の湖沼環境保全などへの貢献

SHIGA SDGs×

滋賀県は、国連の持続可能な開発目標
（SDGs）の視点を県政に活用しています。
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